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令和 4（2022）年度用 

For FY 2022 

欧米ミュージアム基盤整備支援プログラム 

  申 請 要 領 

U.S. and European Museum Infrastructure Support Program 

Application Instructions 
 

 

1 趣旨  

本プログラムは、日本美術コレクションを有する欧米の美術館・博物館を対象に、所蔵する日本美術コレク

ションの更なる有効活用を促すための各種助成を行い、日本美術紹介が行われるための基盤整備に協力する

助成事業です。最長 5 ヵ年間に渡る継続的な支援を原則とし、必ずしも毎年新規に公募を行うものではあり

ません。 

 

2 対象事業 

(1) 助成対象事業は、次の要件を全て満たす必要があります。 

ア 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間に開始される以下いずれかの事業であること。（複数

事業を組み合わせて申請することも可能だが 1 機関あたり原則 100,000US ドル／年度が助成上限。） 

項目 内容 

Ⅰ専任スタッフの

拡充･強化 

日本美術コレクションの保存・管理・研究・普及に資する各種業務を担う日本

美術の専任スタッフ（キュレーター、アシスタント・キュレーター、リサーチ

ャー）のポスト新設又は増員に対する支援 

【キュレーター】 

日本美術を主たるテーマとして博士号を取得した者。あるいは日本美術をテ

ーマとする研究論文を執筆し、かつ日本美術研究経験が 10 年以上の者。 

【アシスタント・キュレーター】 

日本美術史修士号取得以上、かつ 5 年以上の研究経験を有すること。 

【リサーチャー】 

日本美術に関する調査・研究実績があり、かつ申請機関で研究・調査が可能

な者。 

Ⅱ日本美術コレク

ションの調査・研

究・目録発行 

日本美術コレクションの調査・研究の推進に資する「日本からの指導者招へい」、

「申請機関に所属する日本美術専門家の訪日研究・研修」、「日本美術に関する

研究会議の開催」、「日本美術コレクション目録の発行」 

Ⅲ日本美術コレク

ション展の実施 

申請機関が所蔵する日本美術コレクションの公開展示並びに同コレクションを

活用して開催される展覧会に対する支援 

イ 事業の計画及び方法が目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものである

こと。 

ウ 事業が、宗教的又は政治的な目的のために利用されるものではないこと。 

エ 営利目的のものではないこと。 

オ 特定の主義、主張、政策を専ら支持するものではないこと。 

(2) 申請機関の日本美術に関わる基盤整備を主たる目的としない以下のような事業は支援対象外となります。 

ア 日本美術以外の他の芸術分野のもの。 

イ 観光を主たる目的とする訪日事業等。 
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3 対象地域 

以下4の申請資格を有する機関を支援の対象とするというプログラムの趣旨により、以下の地域に所在する機

関からの応募を受け付けます。以下に列挙された国以外の国に所在する機関からの申請は受け付けません。 

米国、アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、

ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、

フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブル

ク、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフス

タン、北マケドニア、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スロバキア、スロベニア、セルビア、

タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア 

 

4 申請資格 

(1) 以下の2点を同時に満たす米国及び欧州に所在する美術館・博物館を対象とします。 

ア 日本美術のコレクションと、日本美術のための常設展示スペースを有していること。 

イ 日本美術専門のキュレーターを既に雇用している、あるいは今後雇用予定であること。 

(2) 複数館による共同企画の場合、申請資格を有する 1 館が代表して申請書を提出し、基金から受けた助成

金を適正に処理することは可能ですが、共同企画参加館がすべて同一の国内・域内に所在している必要

があります。（米国の場合はすべて米国に所在すること、欧州の場合はすべて欧州域内に所在すること。） 

 

5 助成内容 

(1) 以下を対象に、事業実施に必要な総経費の一部を助成します。詳細は、事業項目に応じて 6 ページ以降

を確認ください。 

項目 助成内容 

Ⅰ専任スタッフの

拡充･強化 

・日本美術専門家のポスト新設又は増員のために要する給与および社会保障費 

Ⅱ日本美術コレク

ションの調査・研

究・目録発行 

・旅費（国際航空運賃等交通費、滞在費等） 

・実施経費（会場・機材借料、目録・カタログ・広報資料作成費等） 

・謝金（通訳・翻訳・講演） 

・その他経費（資料購入費等） 

Ⅲ日本美術コレク

ション展の実施 

・実施経費（展示設営費、カタログ・広報資料作成費等） 

・専門家招へい旅費（航空運賃等交通費、滞在費等） 

・謝金（通訳・翻訳・講演） 

(2)助成対象外の項目に関しては、6ページ以降を確認ください。 

(3) 注意点 

ア 国際交流基金の助成金は申請機関が行う事業に係る経費の「一部」に使用されることが想定されて

おり、申請機関による自己資金、他財源の導入を図ることが奨励されます。 

イ 宿泊費、交通費、謝金等の単価及び合計額は、採用後、国際交流基金の規定、当該国の物価水準等

を勘案して査定します。 

 

6 対象期間 

(1) 美術館における基盤整備のための支援というプログラムの趣旨により、最長5ヵ年間に渡る継続的支援を

原則とします。なお、初年度事業は2022年4月1日以降2023年3月末までに開始する事業とし、当該事業開

始から1年間を初年度事業期間とし、以後は、原則として1年間毎に助成の継続を検討します。 

(2) 複数年に渡る支援の次年度以降の継続の決定に当たっては、事業年度の終了2ヶ月前に次年度事業申請及

び中間報告の提出をお願いします。さらに毎年原則として3月（詳細は交付決定通知書に明記）に中間事
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業報告を、毎年の事業終了後に事業終了報告書の提出を求めます。同報告書の評価結果によっては、そ

の後継続して助成しないこともあり得ます。 

 

7 助成限度額 

(1) 原則として、1機関あたり100,000USドル/年度を上限とします。 

(2) 複数の事業項目が同時に採用された場合には、1年間に支援可能な助成金の総額は事業項目の数に関わら

ず100,000USドルを上限とします。 

 

8 審査方針 

(1) 提出された申請書に基づき、以下のような観点から審査し、外部専門家の意見を聴取の上、採否を決定

します。日本と諸外国との関係促進の観点から、国際交流基金事業の国・地域別配分、周年事業及び一

般的な外交関係への寄与等も選考において考慮されます。採否理由についてのお問合せには一切応じら

れませんのでご了承ください。 

ア 国際交流基金の助成の必要性 

イ 事業内容・実施体制 

ウ 費用対効果 

(2) 以下のような事業については、相対的に高い評価が与えられます。 

ア 専任スタッフ強化・拡充事業について、支援により新設又は増員されるポストが、国際交流基金の

助成終了後も、申請機関側の努力により継続的に維持される計画となっている事業 

イ 国際交流基金の支援によって申請機関における日本美術コレクションの紹介が促進される計画とな

っている事業 

 

9 申請手続 

(1) 申請書類 

ア 申請書類フォーマットは、以下のウェブサイトから入手可能です。 

https://www.jpf.go.jp/j/program/index.html 

イ 申請書作成上の注意は、6ページ以降を確認ください。 

(2) 締切 

2021年12月1日（必着） 

(3) 提出先（17 「申請・問合せ先」参照） 

ア 国際交流基金海外事務所が所在する国/地域：当該海外事務所 

イ 国際交流基金海外事務所が所在しない国/地域：大使館・総領事館等の日本国在外公館 

(4) 注意点 

ア E-mailやFAXでの申請書の提出は受け付けておりません。新型コロナウイルス感染症の影響により、

郵送等に通常以上に時間がかかることも予想されますので、締め切りに十分な時間的余裕をもって

送付していただくようお願いいたします。なお、申請期間中の社会状況により、必要書類の準備や

郵送に著しい困難を伴う場合は、下記「17 申請・問合せ先」に連絡の上、指示を仰いでください。 

イ 提出された申請書類は返却いたしません。申請する際には、必ず申請者用のコピーをお手元に残し

ておいてください。 

ウ 申請書類提出後、記入内容に変更が生じた場合には、速やかにご連絡ください。 

 

10 結果通知 

採否は、2022 年 4 月に通知します。 

 

 

https://www.jpf.go.jp/j/program/index.html
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11 採用実績（参考） 

(1) 採用 4件（平成 28 年度からの継続） 

(2) 過去の採用案件は、以下のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/exhibit/supportlist/supportlist_museum_28.html 

 

12 助成対象者の義務 

(1) 国際交流基金の事業は、国際交流基金の関係法令（「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」

（昭和 30 年法律第 179 号）含む）及び規程に従って実施されます。 

(2) 助成対象事業のウェブサイト、カタログ、ポスター、チラシ等の広報資料、及び成果物としての出版物

や各種コンテンツ等には、国際交流基金の助成を受けた旨を明記し、所定のロゴマークを掲載ください。 

(3) 広報資料及び成果物につき、別途指定する数量を国際交流基金にご寄贈ください。 

(4) 本プログラムにより雇用される日本美術専任スタッフのタイトルには国際交流基金が指定する名称を

冠するよう求めることがあります。 

(5) 事業完了後には、事業の概要、成果、収支、雇用した専任スタッフのポスト等に関する報告書を提出く

ださい。 

(6) 助成金等の受給や使用に関して不正行為があったときは、助成金の交付取消や返還命令（含む加算金）、

その他の一定期間の申請資格停止等の措置をとり、場合によっては刑事罰が課されることがあります。 

 

13 事業に関する情報の公開  

(1) 採用された場合、申請者・団体の名称、事業の概要等の情報は、国際交流基金事業実績、年報、ウェブ

サイト等において公表されます。 

(2) 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）に基づく開示請求が

国際交流基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申請書類は開示

されます。 

 

14 個人情報の取扱い 

(1) 国際交流基金は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 59 号）

（以下「法」といいます。）のほか、各国・地域等の個人情報保護にかかわる法律を遵守し、個人情報

を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。国際交流基金の個人情報保護への取組につい

ては、以下のウェブサイトをご覧ください。 

（和）https://www.jpf.go.jp/j/privacy/ （英）https://www.jpf.go.jp/e/privacy/ 

(2) 申請書・添付書類、及び事業報告書・成果物等に記入された情報（本プログラムにおいて又は本プログ

ラム前に撮影された写真等を含みます。）（以下「本件情報」といいます。）は、採否審査、事業実施、

事後評価等の手続のほか、次のような目的で利用します。 

ア 記載された氏名、職業・肩書、所属先、事業期間、事業内容等の情報は、国際交流基金の事業実績、

年報、ウェブサイト等の公表資料への掲載、統計資料作成に利用されます。また、国際交流基金事

業の広報のため、報道機関や他団体に提供することがあります。 

イ 採用事業の事業実施地に所在する日本国在外公館（大使館・総領事館等）及び日本国外務省にも、

事業概要とともに、本件情報を提供することがあります。 

ウ 申請書・添付書類、及び事業報告書・成果物等は、採否審査、事後評価等のため、外部有識者等の

評価者に提供することがあります。提供する際、評価者の方には、個人情報の安全確保のための措

置を講じていただくようにしています。 

エ 事業終了後に、本件事業に関するフォローアップのためのアンケートをお願いする場合があります。 

オ 記入された連絡先に、他の国際交流基金事業についてご連絡を差し上げることがあります。 

カ 行政機関、他の独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人（以下「行政機関等」といいま

https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/exhibit/supportlist/supportlist_museum_28.html
https://www.jpf.go.jp/j/privacy/
https://www.jpf.go.jp/e/privacy/
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す。）が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用する場合で、かつ、その利用に相当

な理由のある場合、本件情報を、行政機関等に対し、利用又は提供する等、法第９条第 2項に基づ

き、上記オまでに記載する目的以外の目的のために利用又は提供することがあります。 

(3) 申請者から提出を受けた申請者以外の事業関係者に関する個人情報についても、上記 14（1）～（2）の

取扱いとなりますので、申請者より事業関係者に事前にご説明くださるようお願いします。 

(4) 本プログラムに応募された方は、上記の個人情報の取扱いに同意したものとみなします。 
 
15 新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症の流行状況により、関係当局が発する規制や指示等を踏まえた対応が必要となる

可能性につき十分ご留意願います。また、国際交流基金は、交付決定を行った後であっても、やむを得ず、

中止又は決定内容を変更したり、海外派遣に一定の条件を付したりする場合があります。 

 

16 海外での事業実施上の安全確保について 

(1) 海外での事業の実施にあたっては、関係者の安全な海外渡航・滞在のために、外務省海外安全ホームペ

ージから現地の安全情報を入手・確認してください。 

※ 外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 

(2) 海外に渡航する際は「たびレジ」に登録し、海外におけるより一層の安全確保に努めてください。 

※ 「たびレジ」：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 

17 申請・問合せ先 

(1) 申請に先立ち、予め最寄りの国際交流基金海外事務所に電話、E-mail 等で、申請書提出先や申請資格の

確認を行ってください。国際交流基金の海外事務所が所在しない国においては、大使館・総領事館等の

日本国在外公館にご連絡ください。 

・国際交流基金海外事務所一覧：https://www.jpf.go.jp/j/world/index.html 

・日本国在外公館一覧：https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 

(2) その他のお問合せは、下記の担当部署へご連絡ください。 

国際交流基金 文化事業部 美術チーム TEL 03-5369-6061 E-mail: va@jpf.go.jp 

 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
https://www.jpf.go.jp/j/world/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
mailto:va@jpf.go.jp
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 申請書式  

申請書に下記の書類を添えて提出すること。特に指定のない限り、ここに添付された書式を使用すること。 

A 申請総表（全案件共通） 

B 申請機関概要（全案件共通） 

C 事業内容書（Ⅰ）～（Ⅲ）（要請項目ごと） 

D 履歴書（要請項目ごと） 

E 予算書（要請項目ごと） 

上記以外の添付書類は要請項目ごとに各事業内容書の指示に従って添付すること。 

 

 全体的な注意事項  

1.申請書を提出する際には、申請書の原本及びコピー１部を、それぞれホッチキス留めしないで提出する。なお、

提出された申請書は返却しないので、必ず申請書のコピーを手元に残しておくこと。 

2.申請書はタイプ又は黒のボールペンで、活字体を用いて記入すること。 

3.申請書の記入は、原則として英語（活字体）にて記入すること。 

(1) 機関名については、原語名に加えて、必ず英語名称を併記すること。 

(2) 人物名については、原語名に加えて、必ずローマ字表記を併記すること。 

4.申請書提出後に記入内容に変更が生じた場合には、速やかに通知すること。 

 

 A.申請総表  

申請機関の名称、所在地、事業実施部門、代表者、事業担当責任者、経理責任者、要請項目の内訳・金額・優先

順位、国際交流基金の他プログラムへの助成申請などの情報を記入すること。なお、原則として、3.～5.につい

ては同一人物が 2 つ以上の立場を兼ねることは認められない。（申請機関の組織規程上、特別な事情があり兼務

を公式に認めている場合等には、その事情を説明するレター（代表者の署名があるもの）を添付すること。） 

1.申請機関：申請機関の母国語での正式名称とその英訳、日本語訳（ある場合のみ）、及び住所、電話番号、E

メールアドレス、ホームページ URL 等を記入すること。 

2.事業実施部門：申請機関における本事業の実施部門（部門、ギャラリー等）の名称、住所、電話番号、E メー

ルアドレス、ホームページ URL 等を記入すること。 

3.代表者：代表者とは、申請機関の管理上の責任を代表する者（美術館、博物館の館長等）で、その署名をもっ

て当該機関が正式に申請を行ったこと、並びにその申請内容について責任を持つことを保証し得る地位にある

者のことである。 

4.事業担当責任者：事業担当責任者とは、当該事業の実際の運営と実施とに責任を有する者を意味する。 

5.経理責任者：経理責任者とは、申請機関の財政部門を代表する者で、この事業予算案について、その署名をも

って当該機関が正式に申請を行ったこと、並びにその申請・経理処理について責任を持つことを保証し得る地

位にある者のことである。 

6.申請項目・助成希望額・優先順位：申請機関が支援を要請する項目について□にチェックし、助成を希望する

金額を記入すること。複数項目への支援を要請する場合は、要請項目間の優先順位（1 位、2 位、3 位）をそれ

ぞれ記入し、最後に支援を要請する項目の合計額を記入すること。助成の対象とする事業及び費目、助成金額

は、申請書及び添付資料を元に、国際交流基金の基準により査定の上で決定する。国際交流基金の本プログラ

ムによる助成金額は、3つの事業項目（Ⅰ専任スタッフの強化・拡充、Ⅱ日本美術コレクションの調査・研究・

目録発行、Ⅲ日本美術コレクション展の実施）を合わせて合計 100,000US ドル／年度を上限とする。 

7.国際交流基金の他プログラムへの助成申請：国際交流基金の他のプログラムに申請している場合は、プログラ

ム名を記入すること。 

申請書作成上の注意 
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 B.申請機関概要  

8.申請機関の概要 

(1) 申請機関の種別、設立年月、設立目的、組織構成、沿革、財政状況、定款、寄附行為、規約、会則等を

記入すること。また、年報、事業報告、パンフレット等の関連資料を添付すること。 

(2) 申請機関の現在までの業務活動、概要、主な展示等の実績について記入すること。 

(3) 申請機関が過去 10 年間に国際交流基金から助成を受けたことがある場合、国際交流基金と協力して事業

を行ったことがある場合、若しくは国際交流基金事業と何らかの関与があった場合には、そのプログラ

ム名、事業名、実施年、助成額及び事業概要等を記入すること。記入する実績は過去 10 年間分とするが

それ以前にも助成・協力等の実績がある場合には可能な限りすべて明記すること。 

9.事業実施部門の概要 

(1) 事業実施部門におけるスタッフ体制（キュレーター/リサーチャー等の別、名前、担当業務）を記入する

こと。 

(2) 事業実施部門における日本美術関連事業の沿革、現況、主要分野等について記入すること。 

(3) 日本美術コレクションの内容について、種類、作品点数、詳細（作家名、制作年等）を記入すること。リ

ストがあれば添付すること。 

10.申請機関における日本美術部門の将来計画 

対象分野、特色や重点、展覧会、作品収集・補修、ワークショップ等イベント、スタッフ拡充、外部資金を

含めた予算計画などについて、(1)中長期的観点（3～5 年程度）と、(2)長期的観点（10 年程度）から記述す

ること。スタッフ拡充・強化の支援項目を申請する機関については、助成終了後の自立化計画を併せて記入

すること。 

11.添付資料 

以下の書類を添付すること。添付した書類には□にチェックすること。 

・事業担当責任者の経歴（所定の「D.履歴書」の書式を用いること。） 

・申請機関の説明資料（パンフレット、年報等を添付すること。） 

・その他（必要に応じて添付すること。） 
 

 C.事業内容書(I)－(Ⅲ) 

上記「6.申請項目・助成希望額・優先順位」で選択した事業項目に対応する事業内容書の様式に記入して提出す

ること。申請しない項目の事業内容書を提出する必要はない。 

 

 事業内容書(I)専任スタッフの拡充・強化  

日本美術コレクションの保存、管理、研究、普及に資する各種業務を担う日本美術の専門家（キュレーター、ア

シスタント・キュレーター、リサーチャー）のポスト新設又は増員については、この書式を用いて作成すること。 

 

事業区分の選択 

以下から申請する事業の形態を選んでチェックすること。 

・ポスト新設 

・増員 

1.ポスト名称 

対外的に使用するポスト名称を母国語、英語それぞれで記入すること。 

2.助成希望期間 

助成を希望する期間を記入すること。必要な場合、準備期間、会議等の開催後の処理等の期間も含めること。

助成対象期間内に助成金全額を支出しなくてはならない点に留意すること。なお、第 1 回目の助成対象期間

は 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの事業開始を前提に、その事業開始から１年間とする。 
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3.事業開催期間 

対象となる人員を雇用する期間を記入すること。 

4.当該ポストの業務内容 

当該ポストの業務内容の要約を記入すること。 

5.必要性・背景・成果・意義・将来計画 

(1) 必要性・背景：申請するに至った経緯とポスト新設又は増員の必要性について、申請機関における日本

美術コレクションへの取組、申請国内での同美術の現状等を踏まえて説明すること。 

(2) 期待される効果：人員の雇用により期待される成果について具体的に記入すること。 

(3) 事業の意義：申請国における日本美術の状況を踏まえ、当該スタッフの雇用が申請機関における人的基

盤整備にどのように寄与し、申請国における日本美術の紹介の促進の観点でどのような効果・影響を与

える可能性があるか、可能な範囲で説明すること。 

(4) 助成終了後の将来計画：助成終了後の日本美術部門の人員体制について、助成により新設又は増員された

ポストの維持の見通しを含めて記入すること。 

6. 候補者 

・雇用を予定している候補者の、氏名、現職、専門、採用後の身分を記入すること。 

・詳細は所定の「D.履歴書」の書式を添付すること。 

7. 事業予算・負担 

・事業予算の金額及び経費の負担割合（申請機関、他の財源、国際交流基金の助成金）を記入すること。 

・複数年間の継続的支援を希望する場合は年度ごとに記入すること。 

・詳細は所定の「E.予算書」（専任スタッフ拡充・強化）の書式を添付すること。 

8. 採用方法・準備状況・候補者との連絡状況 

・現段階における準備状況、候補者との連絡状況を具体的に説明すること。 

・採用方法（公募等）について可能な限り具体的に説明すること。 

9.評価基準 

毎年 3 月（事業開始月に応じてさらにもう１回必要な場合あり。詳細は交付決定通知書に明記）に中間報告

を、及び事業実施後 2 ヶ月以内に、事業による成果の達成度についての自己評価及び第三者評価が必要とな

るので、成果の達成度を測るための明確な評価基準（自己及び第三者によるもの）を作成して添付すること。

可能な限り定量的な指標を取り入れること。 

10.添付資料 

事業内容書に加えて以下の書類を添付すること。 

(1) 事業詳細 

(2) 予算書 

(3) 評価基準 

(4) 候補者の履歴書 

(5) その他の資料 

・予算書については、所定の書式「E．予算書」（専任スタッフ拡充・強化）を用いること。 

・主要関係者の経歴：所定の書式「D．履歴書」を用いること。 

・その他の資料：申請事業の内容を補完する各種資料等を必要に応じて添付すること。 

11. 専任スタッフ強化・拡充助成の条件 

(1) 支援により新設又は増員されるポストが、国際交流基金の助成終了後も、申請機関側の努力により継続的

に維持される計画となっている事業については、優先的に採用を検討する。 

(2) 申請機関で既に雇用されているスタッフが新設のポストに異動する場合は助成対象とならないが、常勤ポ

ストではないスタッフ（非常勤）が本支援プログラムによって常勤の専任スタッフとなる場合については、

支援の対象となる。 

(3) 給与、社会保障費については両方とも要望することが可能であるが、両項目間の流用率（当初承認された
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費用ではない費用につけかえる場合の割合）は 20％以内とし、20％を越える流用を行う場合は、事前に国

際交流基金に申請して承認を得ること。 

(4) 社会保障費のうち、給与支払に付随して、当該国の法律等により雇用者に負担が義務付けられている掛金

が本プログラムにおける支援の対象となるが、支給の根拠とする法律・内規・契約内容等が文書に明確に

定められている場合に限り支援を検討する。社会保障費については、提出された根拠資料を元に国際交流

基金が査定を行う。 

(5) 住宅費、移転料及び研究助手や秘書等への給与、申請機関の管理費等、間接経費の助成は認められない。 

(6) 助成対象期間は、当該ポストへの被採用者の正式採用時から開始され、最長 5 年間（60 ヶ月）とする。 

(7) 国際交流基金による助成は 5 年間自動的に継続されるものではない。国際交流基金は申請機関から提出さ

れた報告書等を審査した上で、次年度の助成継続の是非を判断する。 

 

 事業内容書（Ⅱ）日本美術コレクションの調査・研究・目録発行  

申請機関が所蔵する日本美術コレクションの調査・研究の推進に資する、日本からの指導者招へい、所属する日

本美術専門家の訪日研究・研修、日本美術に関する研究会議、及び、日本美術コレクション目録の発行について

はこの書式を用いること。 

 

1.事業形態 

以下の項目から事業の形態を選んでチェックすること。複数項目を同時に申請する場合は、必要に応じてそ

れぞれ別々の事業内容書を作成すること。 

・日本からの指導者の招へい 

・申請機関に所属する日本美術専門家の訪日研修・研究 

・日本美術に関する研究会議の開催 

・日本美術コレクション目録の発行 

2.基本情報 

以下の点について説明すること。用紙が足りない場合には、別紙を添付すること。 

(1) 調査・研究に関連する各事業については、調査対象について現時点で判明していること、予定される調査

方法やスケジュール等について可能な限り具体的に説明すること。 

(2) 日本からの指導者招へいおよび当該機関に所属する日本美術専門家の訪日研究・研修については、当該

専門家の履歴と研究・研修・指導内容、および、研究・研修・招へい実施時期、実施方法について可能

な限り具体的に記入すること。 

(3) 研究会議の実施については、テーマ、概要、日程、登壇者、目標参加聴衆数、形態（シンポジウム、セ

ミナー、ワークショップの別、及び、一般公開か関係者向けか等の別）、開催場所等を記入すること。 

(4) 日本美術コレクション目録の発行の場合は、リスト化の対象作品案、選定方法、遂行方法、及び公開方

法等について記入すること。 

(5) 事業予算の金額及び経費の負担割合（申請機関、他の財源、国際交流基金の助成金）を記入すること。 

3.必要性・背景・成果 

(1) 事業の必要性・背景：本事業を申請するに至った経緯と必要性について、申請機関における日本美術への

取組、申請国内での日本美術の現状等を交えて説明すること。 

(2) 期待される効果：申請事業の実施が申請機関における日本美術の活用・紹介にどのような効果・影響を与

えるものであるかについて、具体的に説明すること。 

4.評価基準 

毎年 3 月（事業開始月に応じてさらにもう１回必要な場合あり。詳細は交付決定通知書に明記）に中間報告

を、及び事業の実施後 2 ヶ月以内に、事業による成果の達成度についての自己評価及び第三者評価が必要と

なるので、成果の達成度を測るための明確な評価基準（自己及び第三者によるもの）を作成して添付するこ

と。可能な限り定量的な指標を取り入れること。 
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5.準備状況 

現段階における準備状況を具体的に記入すること。 

6.添付資料 

事業内容書(Ⅱ)に加えて以下の書類を添付すること。 

(1) 事業詳細について記述した企画書 

(2) 主要な事業参加者の一覧（氏名、所属、役職、専門分野等） 

(3) 予算書：所定の書式「E．予算書」（日本美術コレクションの調査・研究・目録発行）を使用。 

(4) 評価基準：事業内容書(Ⅱ)－4.評価基準の項目に基づいて作成 

(5) その他：必要に応じて添付。 

7. 支援の対象となる項目・対象外となる項目 

＜対象となる項目＞ 

・国際航空運賃 

・国内長距離移動のための交通費（空路、陸路、海路で鉄道・借上車両 100km 以上の移動が対象） 

・会場借料・機材借料（長期間の使用が前提ではないもの） 

・通訳・翻訳・講演謝金 

・目録、カタログ、広報資料の作成費 

・訪日研究・研修の際に日本側の受入機関に支払う機関受入料 

・日本美術の研究の遂行のために必要な書籍（専門書）の購入費 

＜対象外の項目＞ 

・交通費のうち、タクシー代、ガソリン代、駐車場代、100km 未満の移動経費 

・空港と市内間の移動 

・旅券発給、査証発給にかかる費用、取得手数料 

・食費・日当・雑費 

・長期間の使用が前提となる施設借料 

・機材購入、消耗品購入、飲食費（レセプション、昼食、茶菓等含む） 

・通訳・翻訳・講演「以外」の謝金 

・ウェブサイト制作費（デザイン料、維持管理費を含む） 

・広報・メディア出稿費 

8. 日本美術コレクションの調査・研究・目録発行事業の条件 

(1) 支援の対象となる項目及び金額については、申請書及び添付資料を元に、国際交流基金の基準により査定

の上で決定する。 

(2) 申請可能な項目はいくつでも要望することが可能であるが、採用後の各項目間の流用率（当初承認された

費用ではない費用につけかえる場合の割合）は 20％以内とし、20％を越える流用を行う場合は、事前に

国際交流基金に申請して承認を得ること。 

(3) 申請機関に所属する日本美術専門家が行う訪日研究・研修の場合、申請機関を離れて研究・研修を行う期

間は短期間（数ヶ月以内）であることを原則とする。 

(4) 申請機関に所属する日本美術専門家が行う訪日研究・研修の際に、日本側の受入機関に支払うことが求

められている機関受入料については、受入機関が定める明確な料金の規定がある場合に限り国際交流基

金の助成金からの支出が認められる。（規定等の書かれた根拠資料を事前に提出すること。） 

(5) 本プログラムによる支援の対象外となっている項目について国際交流基金の助成金から支出することは

認められない。助成金の確定時点において、万一、対象外の費目に助成金から支出されていることが判明

した場合は、当該経費を精算項目から除外するための査定を行う。その結果、助成金からの支出が認めら

れた経費の合計額が、申請機関が既に受領した助成金額を下回った場合は、差額分を返還してもらう必要

があるので注意すること。 
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事業内容書（Ⅲ) 日本美術コレクション展の実施  

申請機関が所蔵する日本美術コレクションの自館内での公開展示、並びに、所蔵する日本美術コレクションを一

部なりとも用いた展覧会（以下、総称して「日本美術コレクション展」という。）の開催については、この書式

を使用すること。 

 

1.支援要請項目 

助成を希望する費用をすべて選ぶこと。（複数選択可） 

・日本美術コレクション展の開催のために必要な展示設営費（照明機材・ガラスケース等什器の購入等） 

・機材借料、会場借料（申請機関内で発生するものを除く） 

・日本美術コレクション展のために必要な臨時的人件費（展示設営・撤収等） 

・作品輸送費（作品保険料は含まない） 

・カタログ・広報資料作成費(デジタルカタログも含む) 

・専門家招へい費（航空賃、鉄道賃、宿泊費） 

・謝金（通訳、翻訳、講演） 

2.基本情報 

(1) 事業名：展覧会の名称（タイトル）を母国語と英語で記入すること。 

(2) 会期・会場：会期・会場名、開催都市名、開催国名を記入すること。共同企画参加機関内で巡回する場

合は、巡回先のスケジュールを記入すること。 

(3) 事業概要：事業概要の要約（150 語程度）、共催団体名、展覧会のコンセプト（事業の目的・意義、期待

される効果。200 語程度）、主要な作品構成、日本人作家数、参加作家総数、作家・専門家の滞在計画（あ

る場合のみ）、計画の準備状況について記入すること。 

3.必要性・背景 

本展覧会の開催が、日本美術コレクションの活用や当該国・地域における日本美術の紹介にどのように貢献

するかという観点で、申請機関における基盤整備計画に即して記入すること。 

4.評価基準 

毎年 3 月（事業開始月に応じてさらにもう１回必要な場合あり。詳細は交付決定通知書に明記）に中間報告

を、及び事業の実施後 2 ヶ月以内に、事業による成果の達成度についての自己評価及び第三者評価が必要と

なるので、成果の達成度を測るための明確な評価基準（自己及び第三者によるもの）を作成して添付するこ

と。可能な限り定量的な指標（目標入場者数、メディアによる取り上げ目標数、その他）を取り入れること。 

5.将来計画 

今後 5 年間の日本美術展開催計画と、そのための内外資金導入計画 

6.添付資料 

事業内容書(Ⅲ)に加えて以下の書類を添付すること。 

(1) 事業詳細 

(2) 予算書：所定の様式を用いて、項目ごとに事業予算の合計額及び負担割合（申請機関、国際交流基金の

助成金、他の財源）の計画を記入すること。国際交流基金の支援を条件に他の資金援助が受けられる見

通しがあれば記入すること。 

(3) 評価基準：事業内容書(Ⅲ)－4.評価基準に基づいて記入すること。 

(4) 主要関係者一覧（氏名、所属、役職、専門分野等） 

(5) 作品・作家リスト：出品予定の作品・作家のリストがあれば添付すること。 

(6) その他の資料：必要に応じて添付。 
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7. 支援の対象となる項目・対象外となる項目 

＜対象となる項目＞ 

・日本美術コレクション展の開催に係る展示設営費（照明機材・ガラスケース等什器の購入等） 

・機材借料（日本美術コレクション展の開催のために使用するもの） 

・会場借料（申請機関内で発生するものを除く） 

・日本美術コレクション展のために必要な臨時的人件費（展示設営・撤収等） 

・作品輸送費（作品保険料は含まない） 

・カタログ・広報資料作成費(デジタルカタログも含む) 

・謝金（通訳、翻訳、講演） 

・国際航空運賃  

・国内長距離移動の交通費（空路、陸路、海路で鉄道・借上車両 100km 以上の移動が対象） 

＜対象外の項目＞ 

・交通費のうち、タクシー代、ガソリン代、駐車場代、100km 未満の移動経費 

・空港と市内間の移動 

・旅券発給、査証発給にかかる費用、取得手数料 

・飲食費（レセプション、昼食、茶菓等含む）、日当・雑費 

・長期間の使用が前提となる施設借料 

・機材・備品・什器購入（日本美術展の開催のためではないもの） 

・消耗品購入 

・ウェブサイト制作費（デザイン料、維持管理費を含む） 

・書籍・資料購入 

・広報・メディア出稿費 

・作品保険料、貨物保険料 

8. 日本美術コレクション展の条件 

(1) 支援の対象となる項目及び金額については、申請書及び添付資料を元に、国際交流基金の基準により査定

の上で決定する。 

(2) 申請可能な項目はいくつでも要望することが可能であるが、採用後の各項目間の流用率（当初承認された

費用ではない費用につけかえる場合の割合）は 20％以内とし、20％を越える流用を行う場合は、事前に

国際交流基金に申請して承認を得ること。 

(3) 本プログラムによる支援の対象外となっている項目について国際交流基金の助成金から支出することは

認められない。助成金の確定時点において、万一、対象外の費目に助成金から支出されていることが判明

した場合は、当該経費を精算項目から除外するための査定を行う。その結果、助成金からの支出が認めら

れた経費の合計額が、申請機関が既に受領した助成金額を下回った場合は、差額分を返還してもらう必要

があるので注意すること。 

 

 D. 履歴書  

記入にあたって 

専任スタッフ拡充・強化助成における採用予定候補者についてはこの書式を用いること。 

対象者の選択 

雇用予定の候補者の場合は、以下から該当する肩書を選んでチェックすること。 

・キュレーター 

・アシスタント・キュレーター 

・リサーチャー 

記入項目 

(1) 氏名：アルファベット表記 
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(2) 生年月日：新規採用スタッフ候補者は必須。 

(3) 国籍/永住権：所持する国籍と永住権を記入すること。 

(4) 専門：専門分野と研究テーマを記入すること。 

(5) 現職：肩書、所属機関名を、母国語、英語（アルファベット）、日本語（日本語名がある場合のみ）で記

入すること。 

(6) 連絡先：上記所属先の住所・連絡先（電話、FAX、E-mail）を記入すること。 

(7) 職歴・学歴：職歴（肩書及び在職期間）及び学位の取得分野、取得機関及び取得年度を記入すること。 

(8) フェローシップ・グラント・所属学会：フェローシップ・グラント等の受賞歴及び所属学会を記入する

こと。 

(9) 主要論文（著書）その他：記入スペースが不足する場合はリストを添付する。 

 

専任スタッフの拡充・強化の場合の注意点 

採用予定者が決まっている場合は、上記(1)～(9)の項目をすべて記入すること。現時点で候補者が未定の場合は、

当該ポストの担当業務及び採用予定者の資格、レベル並びに予定される給与の概算額を記述すること。 

 

 E. 予算書  

記入にあたって 

専任スタッフ拡充・強化の予算書については、「E.予算書（Ⅰ）専任スタッフの拡充・強化」専用の様式を使用

すること。 

日本美術コレクションの調査・研究・目録発行に係る事業の予算書については、「E.予算書（Ⅱ）日本美術コレ

クションの調査・研究・目録発行」専用の様式を使用すること。 

日本美術コレクション展の実施に係る予算書については、「E.予算書（Ⅲ）日本美術コレクション展の実施」専

用の様式を使用すること。 

 

E.予算書（Ⅰ）（専任スタッフの拡充・強化）の記入について 

1.予算書通貨：予算書の通貨は US ドル（USD）又はユーロ（EUR）で記入し、予算書作成の際に使用した通貨の

種類を明記すること。 

2.送金（自国）通貨： 

国際交流基金から送金できる通貨は次の表のとおりである。表にある通貨から送金を希望する通貨を選び、記入

すること。なお、自国通貨が国際交流基金から送金できる通貨である場合は、自国通貨による送金とする。 

日本円 (JPY) 米ﾄﾞﾙ (USD) ユーロ (EUR)  

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ (GBP) ｽｲｽﾌﾗﾝ (CHF) ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｸﾛｰﾈ (SEK) ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ (DKK) 

ﾊﾝｶﾞﾘｰ・ﾌｫﾘﾝﾄ (HUF) ﾛｼｱ・ﾙｰﾌﾞﾙ (RUB) ﾉﾙｳｪｰ・ｸﾛｰﾈ (NOK) ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ・ｽﾞﾛﾁ (PLN) 

3.交換レート：予算書を作成した際の記入通貨（US ドル又はユーロ）と送金（自国）通貨間の交換レートについ

て、申請書記入時点のものを記入すること。 

4.申請機関の会計年度：申請機関の会計年度を記入すること。 

記入例：自 8 月 1 日 至 7 月 31 日 

5.助成申請期間：助成申請期間を記入する。 

・助成期間の第１年次の開始は、被採用者との雇用契約期間の開始予定日になる。また、第１年次の終了は、

同開始から１年後となる。 

・第２年次以降は、原則、上記初年度の対象期間と同一期間となる。 

6.事業予算： 

・事業予算は、年度ごとの経費項目欄、①合計、②申請機関の自己負担額、③その他の資金提供者の負担額、

及び④国際交流基金への申請額の 4 欄に記入する。 
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・「給与」とは、提供された役務への対価として被採用者に支払われる報酬を意味する。被採用者の該当部分

を明示した給与表（サラリースケール）を添付すること。 

7.社会保障費の内訳： 

・社会保障費の種類と金額について、年度ごとに記入すること。ここでいう社会保障費とは、給与支払に付

随して、当該国の法律等により雇用者に負担が義務付けられている掛金は本プログラムの支援の対象とな

り、支給の根拠とする法律・内規・契約内容等が文書に明確に定められている場合に限り支援を検討する

ことが可能である。 

記入例: （米ドル） 

年次 経費項目 合計 

経費負担 

申請機関 
その他の 

資金供与者 

国際交流 

基  金 

第 1 年次 
給与 155,000 45,000 10,000 100,000 

社会保障費 5,000 5,000   

 小計 160,000 50,000 10,000 100,000 

 ％ 100.0% 31.3% 6.2% 62.5% 

第 2 年次 
給与 155,000 45,000 10,000 100,000 

社会保障費 5,000 5,000   

 小計 155,000 45,000 10,000 100,000 

 ％ 100.0% 31.3% 6.2% 62.5% 

第 3 年次 
給与 155,000 45,000 10,000 100,000 

社会保障費 5,000 5,000   

 小計 160,000 50,000 10,000 100,000 

 ％ 100.0% 31.3% 6.2% 62.5% 

第 4 年次 
給与 155,000 45,000 10,000 100,000 

社会保障費 5,000 5,000   

 小計 160,000 50,000 10,000 100,000 

 ％ 100.0% 31.3% 6.2% 62.5% 

第 5 年次 
給与 155,000 45,000 10,000 100,000 

社会保障費 5,000 5,000   

 小計 160,000 50,000 10,000 100,000 

 ％ 100.0% 31.3% 6.2% 62.5% 

合計 
給与 775,000 225,000 50,000 90,000 

社会保障費 25,000 25,000   

 総計 800,000 250,000 50,000 500,000 

 ％ 100.0% 31.3% 6.2% 62.5% 

 

8. 間接経費：住宅費・移転料等の手当、研究助手や秘書等への給与は助成対象費目にはならないので、計上し

ないこと。 

9.その他の資金供与者：助成金・寄付金等他の資金提供団体からの資金提供について、助成団体名・申請の状況

（未決定又は決定）またその金額を記入すること。 

 

E.予算書（Ⅱ 日本美術コレクションの調査・研究・目録発行）の記入について 

調査・研究・目録発行事業の場合はこの様式を用いること。 
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1.通貨：予算書の通貨は US ドル（USD）又はユーロ（EUR）で記入し、通貨の種類を所定の欄に明記すること。 

2.収支予算（支出）： 

・本事業の実施に必要な全ての経費項目を本票の形式に従って記入すること。 

・助成を要望する項目については、見積書を添付すること。 

・国際運賃の場合、利用ルート・クラスを記入すること。 

・交通費：内訳・積算根拠欄には、関係者のうちの誰の分の交通費かわかるように記入すること。100km を下

回る交通費は支援の対象とならない。借上げ車両代は対象となるが、タクシー、ガソリン代、駐車場代、100km

未満の近距離の交通費は対象とならない。 

・宿泊費：内訳・積算根拠欄には場所、支給対象者を記入すること。食費、日当、雑費は対象とならない。 

・通訳・翻訳・講演謝金：内訳・積算根拠欄には、謝金を支払う相手の氏名、所属、謝金の対象業務、積算根

拠（単価×日数 or 時間数×人数など）を記入すること。申請機関が既に雇用しているスタッフに対する謝

金は対象とならない。 

・作品目録・広報資料作成費：作品目録・広報資料等の制作に要する、制作費、印刷費、翻訳費等を記入する

こと。必ず見積書を添付すること。デジタルカタログ制作費も対象となる。 

・機材借料・会場借料：申請機関内で発生する経費については対象とならない。必ず見積書を添付すること。 

・その他本プログラムによる支援の対象外となっている項目については、国際交流基金に支援を要請する項目

に含めないよう注意すること。 

・収支予算（支出）の合計額は、収支予算（収入）の合計額と一致すること。 

3.助成金の受領、海外送金口座： 

(1) 申請機関が、自国の法令等に違反せず国際交流基金（外国政府機関）から助成金を受領できるかについて、

チェックボックス（NO、YES）のいずれかにチェックをつけること。 

(2) 助成金支払までに海外送金を受け取る口座を開設できるか、について、チェックボックス（NO、YES）の

いずれかにチェックをつけること。 

4.収支予算（収入）： 

・本事業の実施にかかる収入見込みについて、「国際交流基金に要望する助成金」「その他の機関からの助成金」

「その他の収入」「自己負担金」等について、本票の形式に従って記入すること。 

・その他の機関から助成金を得る予定の場合は、取得見込み（申請中か内定済か）、判明時期、助成対象項目

（助成対象項目が指定されている場合）を、明記すること。 

・収支予算（収入）の合計額は、収支予算（支出）の合計額と一致すること。 

5.経費総額・助成要望額・通貨名： 

「経費総額」「助成要望額」「通貨名」について明記すること。 

6.送金通貨： 

国際交流基金から送金できる通貨は予算書に列挙されたとおりである。この中から送金を希望する通貨を選び、

予算書の該当欄にチェックマークを入れること。なお、自国通貨が国際交流基金から送金できる通貨である場合

は、自国通貨による送金とする。 

 

日本円 (JPY) 米ﾄﾞﾙ (USD) ユーロ (EUR)  

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ (GBP) ｽｲｽﾌﾗﾝ (CHF) ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｸﾛｰﾈ (SEK) ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ (DKK) 

ﾊﾝｶﾞﾘｰ・ﾌｫﾘﾝﾄ (HUF) ﾛｼｱ・ﾙｰﾌﾞﾙ (RUB) ﾉﾙｳｪｰ・ｸﾛｰﾈ (NOK) ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ・ｽﾞﾛﾁ (PLN) 

 

E.予算書（Ⅲ 日本美術コレクション展の実施）の記入について 

日本美術コレクション展の実施の場合はこの様式を用いること。 

1. 通貨：予算書の通貨は US ドル（USD）又はユーロ（EUR）で記入し、通貨の種類を所定の欄に明記すること。 
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2.収支予算（支出）： 

・本事業の実施に必要な全ての経費項目を本票の形式に従って記入すること。 

・助成を要望する項目について、概算額を記入すること。必要に応じて業者による見積書を添付すること。 

・展示設営費：日本美術コレクション展のために必要な、照明機材・ガラスケース等什器の購入等について、

内訳（単価、数量等）と概算合計額を記入すること。 

・会場・機材借料：日本美術コレクション展のために借用する機材、会場（外部会場を使用する場合）の内

訳（単価、数量、期間）と概算合計額を記入すること。申請機関内で発生する経費については対象とならな

い。 

・展示撤収人件費：日本美術コレクション展の展示設営・撤収等のために必要な臨時的人件費の内訳（単価、

人数、日数等）と概算合計額を記入すること。 

・作品輸送費：外部から作品を借用する場合の作品輸送費の内訳と数量を記入すること。作品に付保する保

険料は支援の対象とならない。 

・図録・広報資料作成費：日本美術コレクション展のカタログ・広報資料等の作成に要する、制作費、印刷

費、翻訳費等を記入すること。必ず見積書を添付すること。デジタルカタログ制作費も対象となる。一方、

ウェブサイト制作費（デザイン、維持・管理費を含む）は対象とならない。 

・作家・専門家旅費： 

-国際運賃：利用ルート・クラス、内訳（単価、人数）と概算合計額を記入すること。 

-交通費：交通費について、内訳（利用者、ルート、単価、回数・台数等）と概算合計額を記入すること。

交通費は誰の分の交通費かわかるように記入すること。100km を下回る交通費は支援対象とならない。

借上げ車両代は対象となるが、タクシー、ガソリン代、駐車場代、100km 未満の近距離の交通費は対象

とならない。 

-宿泊費：内訳・積算根拠欄には場所、支給対象者を記入すること。食費、日当、雑費は対象とならない。 

・謝金：内訳・積算根拠欄には、謝金を支払う相手の氏名、所属、謝金の対象業務、積算根拠（単価×日数

or 時間数×人数など）を記入すること。申請機関が既に雇用しているスタッフに対する謝金は対象とならな

い。 

・その他本プログラムによる支援の対象外となっている項目については、国際交流基金に支援を要請する項

目に含めないよう注意すること。 

・収支予算（支出）の合計額は、収支予算（収入）の合計額と一致すること。 

3.助成金の受領、海外送金口座： 

(1) 申請機関が、自国の法令等に違反せず国際交流基金（外国政府機関）から助成金を受領できるかについて、

チェックボックス（NO、YES）のいずれかにチェックをつけること。 

(2) 助成金支払までに海外送金を受け取る口座を開設できるか、について、チェックボックス（NO、YES）の

いずれかにチェックをつけること。 

4.収支予算（収入）： 

・展覧会事業の収入見込みについて、「国際交流基金に要望する助成金」「その他の機関からの助成金」「入場

料」「図録等売り上げ」「その他収入」「自己負担金」について、本票の形式に従って記入すること。 

・その他の機関から助成金を得る予定の場合は、取得見込み（申請中か内定済か）、判明時期、助成対象項目

（助成対象項目が指定されている場合）を、明記すること。 

・収支予算（収入）の合計額は、収支予算（支出）の合計額と一致すること。 

5.経費総額・助成要望額・通貨名： 

「経費総額」「助成要望額」「通貨名」について明記すること。 

6.送金通貨： 

国際交流基金から送金できる通貨は予算書に列挙されたとおりである。この中から送金を希望する通貨を選び、

予算書の該当欄にチェックマークを入れること。なお、自国通貨が国際交流基金から送金できる通貨である場合

は、自国通貨による送金とする。 
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日本円 (JPY) 米ﾄﾞﾙ (USD) ユーロ (EUR)  

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ (GBP) ｽｲｽﾌﾗﾝ (CHF) ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｸﾛｰﾈ (SEK) ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ (DKK) 

ﾊﾝｶﾞﾘｰ・ﾌｫﾘﾝﾄ (HUF) ﾛｼｱ・ﾙｰﾌﾞﾙ (RUB) ﾉﾙｳｪｰ・ｸﾛｰﾈ (NOK) ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ・ｽﾞﾛﾁ (PLN) 
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令和 4（2022）年度用 

For FY 2022 

欧米ミュージアム基盤整備支援プログラム申請書 
  U.S. and European Museum Infrastructure Support Program 

Application Form 

 
 

A.申請総表 Application Cover Sheet 

 

1. 申請機関 Applying Institution  

母国語名 

Name in Native Language 
 

英語名 
 in English 

 

 日本語名 
in Japanese(if any) 

 

住所 
Address 

 

City:                                               Postal (ZIP)code: 

 国名 
Country 

 

 Telephone Number  

 E-mail  

Website http:// 

2. 事業実施部門 Project Implementation Department (Department/Gallery, etc. that will conduct the project) 

母国語名 

Name in Native Language 
 

英語名 
 in English  

 日本語名 
in Japanese(if any)  

住所 
 Address 

 
City:                                             Postal (ZIP)code: 

 Telephone Number  

 E-mail  

Website http:// 

3. 代表者 Director / 4. 事業担当責任者 Project Director / 5. 経理責任者 Bursar  

 
3.代表者  

Director 

4.事業担当責任者  

Project Director 

5.経理責任者  

Bursar  

氏  名 
Name 

Mr. 
Ms. 
Dr. 

Mr. 
Ms. 
Dr. 

Mr. 
Ms. 
Dr. 

申請機関内の職名 
Position in the 
Applying 
Institution (Museum Director, etc.) 

  

署  名 
Signature    

 ※日付     （年 Yr.）      （月 Mo.）     （日 Day.） 

   Date                ／             ／ 

 
*各欄はもれなく記入すること。 
* Complete the entire application. TYPE or PRINT clearly. 
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6. 申請項目･助成希望額・優先順位 Projects to be Supported, Requested Amounts, Priority 
Check 申請項目名  

Projects to be Supported 

助成希望額 

Requested Amount 

優先順位

Priority 

□ スタッフ拡充強化 Increasing Specialized Staff Members   

□ 研究・調査・目録発行 Research, Survey, and Publication of 

List of Japanese Art Collections 

  

□ 日本美術コレクション展  Exhibitions of Japanese Art 

Collections 

  

 合計 Total Amount   
                                                           （通貨 Currency:         ） 

7. 国際交流基金の他プログラムへの助成申請 Other Japan Foundation Grants Applied For 

 

 

B.申請機関概要 Outline of the Applying Institution 

8. 申請機関概要 Information about the Institution 

団体の種別、設立年月、設立目的、組織（役員構成、その他構成員の人数等）、沿革 

財政状況（過去 3年分程度の総収入、総支出、当期損益、補助金・助成金の受領実績等）、定款、寄附行為、規約、会則 等 

Objective of establishment, organization chart (details of the board members, the number of members, etc.), historical 

overview, financial status (financial statements from the past three years, experience of receiving subsidies/grants), 

articles of institution, act of endowment, bylaws, constitutions, etc.: 

 

 

 

 

 

 

 

団体の種別 Type of organization 

 

設立年 Date of establishment 

*年報・事業報告・パンフレット等の関連資料を添付してください。 

* Attach annual report, brochure of the institution, and other pertinent information.  
 
現在までの業務（活動）概要、主な展示等の実績 

Summary of past activities, programs, and major exhibitions (attach reports if appropriate): 
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過去 10 年間に国際交流基金の助成を受けたことがある場合、国際交流基金と協力して事業を行ったことがある場合、若しくは

国際交流基金事業と何らかの関与があった場合には、そのプログラム名、事業名、実施年、助成額、及び事業概要： 

If the institution has ever received a grant from the Japan Foundation, co-organized a project with us, and/or 

participated in one of our programs, provide the title of the program/project, the year, the amount of the grant awarded, 

and an outline of the project. 

 

9．事業実施部門の概要  Outline of the Department That Will Conduct the Project 
(1) 実施部門におけるスタッフ体制 Staff structure in the Department 

*担当業務を併記してください。Give positions, staff names, and the responsibilities of each position  
種類 Category ポジション Position 氏名 Name 業務内容 Responsibilities 

キュレーター 
Curator 

 
 
 

 
 

 
 

アシスタント・キュレーター 
Assistant Curator 

 
 
 

 
 

 
 

リサーチャー 
Researcher 

 
 

 
 
 

 
 
 

 コーディネーター 
Coordinator 

 
 

 
 
 

 
 
 

エデュケーター 
Educator 

 
 

 
 
 

 
 
 

その他 
Other 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
(2) 実施部門における日本美術関連事業の沿革、現況、主要分野等 

Outline the history and the current circumstances of Japanese art related programs. Outline prioritized fields. 

 

(3) 日本美術コレクションの内容：種類、作品点数、詳細（作家名、制作年等）。リストがあれば添付すること。 

Describe the details of the collection of Japanese art collection of the Museum: type, number of works, other details 

of holdings (artists, dates, etc.). Attach a list, if available. 
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10．申請機関における日本美術関連事業の将来計画 
Future Direction and Perspectives of the Japanese Art Program at the Applying Institution 
対象分野、特色や重点、展覧会、作品収集・補修、ワークショップ等イベント、スタッフ拡充、外部資金を含めた予算計画などに

ついて、現状との比較において具体的に記述してください。スタッフ拡充計画を要請する場合は、助成終了後の自立計画について

も言及してください。 

Please describe the direction of the program in comparison to the current status, in terms of fields & subjects, kinds 

& number of exhibitions, collection/maintenance/restoration of holdings, staff development, budget plan including 

fundraising, etc. If applying for a grant for creating subject specialist positions, include plans for continuing the 

positions after termination of the grant. 

(1)3～5 年程度の中期的計画 Mid-term perspective (three to five years) 

 

(2)10～20 年程度の長期的計画 Long-term perspective (ten to twenty years) 

 

  
11.添付資料 Required Attachments 

□ 事業担当責任者の経歴 Curriculum Vitae of the Project Director 

□ 申請機関の説明資料 Explanatory documents relating to the applying institution 

□ その他 Others  

内容 Specify (                                                    ) 
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THE JAPAN FOUNDATION 
U.S. and European Museum Infrastructure Support Program 

欧米ミュージアム基盤整備支援プログラム 
 

C.事業内容書（Ⅰ） 専任スタッフの拡充･強化 

C. Project Sheet (I) Increasing Specialized Staff Members 

該当する内容にチェック（☑）を入れてください。 Check the appropriate project category. 

□ ポスト新設  Creation of new positions 

□ 増員        Adding to number of existing positions 

１．ポスト名称 Title of the Position 

母国語 

In Native Language 

 

英語 

In English 

 

２．助成希望期間 Period of Receiving Grant 

自 from  至 to  

３．事業開催期間 Period of the Proposed Project 

自 from  至 to  

４．当該ポストの業務内容 Responsibilities of the Appointee 

 

５．必要性・背景・成果・意義・将来計画  Necessity, Objective, Expected Outcome, Significance,  

and Future Plans for the Position 

必要性・背景 Necessity and background 
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期待される効果 Expected outcome 
 

事業の意義 Significance of the project 

 
 

助成終了後の将来計画 Plans after support from the Foundation has ended 

６．候補者 Candidate (The prospective appointee) 

氏名 Name (姓 Last)                     (名 Given) 

 

現職 Present Position (職名/Title)                 (所属/Institution) 

専門 Specialization  

採用後の身分 

Position after hiring 

(職名/Title)                 (所属/Institution) 

※履歴書を添付してください。 Attach Curriculum Vitae. 

７．事業予算・負担 Budget and Cost Coverage 
 合計 

Total 

申請機関 

Applying Institution 

他財源 

Other Funding Sources 

国際交流基金 
Japan Foundation Grant 

1st year     

2nd year     

3rd year     

4th year     

5th year     

Total     
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８．採用方法・準備状況・候補者との連絡状況  

Appointment Procedure, Preliminary Arrangements, and Contacts with the Appointee 

 

 

９．評価基準 Evaluation Standards 

事業の達成度を測るための明確な評価基準（自己及び第三者によるもの）を添付してください。 

Attach evaluation standards for the project outcome (self-evaluation and third-party evaluation) to 

assess the achievement of the project. 
 

10．添付資料 Required Attachments  

□ 事業詳細 Details of the Project 

□ 予算書 Budget Plan 

□ 評価基準 Evaluation Standards 

□ 候補者の履歴書 Curriculum Vitae of the Appointee 

□ その他の資料 Others（                                   ） 
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THE JAPAN FOUNDATION 

U.S. and European Museum Infrastructure Support Program 
欧米ミュージアム基盤整備支援プログラム 

 

C.事業内容書（Ⅱ）日本美術コレクションの調査・研究・目録発行  

C. Project Sheet (II) Research, Survey, and Publication of List of Japanese Art Collections 
 

１．事業形態 Project Category 

該当する項目にチェック（☑）を入れてください。（複数選択可） Please check the appropriate categories. 

□ 日本からの指導者の招へい         Invitation of instructors from Japan 

□ 日本美術専門家の訪日研修・研究   Study or training tours to Japan for Japanese art specialists 

of applying institutions 

□ 日本美術に関する研究会議の開催   Holding research conference on Japanese art 

□ 日本美術コレクション目録の発行   Publication of list of Japanese art collection holdings 

２．基本情報 Basic Information 

 調査・研究内容 Outline of the Project 

*要約（200 字程度）Summarize in about 200 words. 

 
*企画書や事業実施を証する書類（共催機関との契約書等のコピー）を添付してください。 
* Attach your project plan and/or documents that certify the execution of the project, such as a copy 
of the contract/agreement between the applying institution and co-organizers. 
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３．必要性・背景・成果 Necessity, Background, Expected Outcome 
 
事業の必要性・背景 Necessity and background of the Project 

 

 

期待される効果 Expected Outcome 

 

 

 

４．評価基準 Evaluation Standards 

事業の達成度を測るための明確な評価基準（自己及び第三者によるもの）を添付してください。 

Attach evaluation standards for the project outcome (self-evaluation and third-party evaluation) to 

assess the achievement of the project. 

 

５．準備状況 Status of the Preparation for the Project 

 

 
６．添付資料 Required Attachments 

□ 事業詳細 Details of the Project 

□ 主要関係者の一覧 List of the Major Project Participants 

□ 予算書 Budget Plan 

□ 評価基準 Evaluation Standards 

□ その他の資料 Others (                                                                   ) 
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THE JAPAN FOUNDATION 
U.S. and European Museum Infrastructure Support Program 

欧米ミュージアム基盤整備支援プログラム 
 

C.事業内容書（Ⅲ）日本美術コレクション展の実施 

C. Project Sheet (Ⅲ) Exhibitions of Japanese Art Collections 
 

１．支援要請項目 Grant Request Items 

該当する内容にチェック（☑）を入れてください。（複数選択可） Please check all the appropriate items. 

□ 展示設営費 Expenses for installation of Japanese art collection exhibition 

□ 機材借料、会場借料 Lease fees for equipment or venue for Japanese art collection exhibition 

□ 展示・撤収人件費 Personnel expenses for temporary staff necessary for an exhibition of Japanese 

art collection (installation, de-installation, etc.) 

□ 作品輸送費（作品保険料は含まない）Expenses for transporting works of art (insurance not 

included) 

□ カタログ・広報資料作成費 Expenses for producing catalogues and publicity materials  

□ 作家・専門家旅費 Expenses for inviting experts or artists 

□ 通訳・翻訳・講演謝金 Honorariums for interpretation/translation services and lecturers 

２．基本情報 Basic Information 
（１）事業名(日英併記) Title of the Project 
(in the language of the applicant country) 

 

(in English) 

 

（２）会期・会場 Period and Venue(s) 

会 期 Exhibition Dates 会場名 Venue(s) 

From (month/day/year) to (month/day/year) 

 

 

*巡回する場合は巡回先のスケジュールも記入してください。*If the exhibition will travel, please fill in the entire touring schedule above. 

（３）事業概要 Project Outline 

概要 Outline of the project:  *要約（150 字程度）Summarize in about 150 words. 

共催者名 Co-organizer(s) of the project: 

*企画書や事業実施を証する書類（共催機関との契約書等のコピー）を添付してください。 
* Attach your project plan and/or documents that certify the execution of the project, such as a copy of the 
contract/agreement between the applying institution and co-organizers. 
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展覧会のコンセプト（事業の目的、意義、期待される効果）： 

Concept of the exhibition (purpose, significance, and expectations of the project): 

 *要約（200 字程度）Summarize in about 200 words. 

 

主な作品構成（詳しい作家･作品リスト、作家・キュレーターの略歴及び作品の写真･映像資料を添付すること）： 

Composition of the major exhibits (Attach a detailed list of the artists and exhibits, profiles of the 

artists and the curator, and visual references for the exhibits.)  

 

 

 

日本人作家数 

Number of Japanese artists 

参加作家総数 

Total number of artists 

作家・専門家の滞在計画（作家・専門家が渡航する場合のみ） 

Schedules for visits by artists or experts (if planned). 

計画の準備状況： 

Preparation status of the plan: 

 

 

 

 

３．必要性・背景 Necessity and background 
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４．評価基準 Evaluation Standards  

申請事業の成果を測るための目標数値、並びに第三者評価の計画を記してください。採用した事業については、

事業終了後、事業達成度に関する自己評価と第三者評価を報告していただきます。 

Evaluation of the project: Please set out the quantitative goals to measure the achievement of the project 

and plan for third-party evaluation to assess the outcome of the project. Grantees will be requested 

to submit both self-evaluation and third-party evaluation reports upon completion of the project.      

 

(1) 目標数値 / Quantitative goals 

 

目標入場者数 

Target number of visitors 

 

メディアへの目標数 

Target for media coverage 

(number of press reports) 

 

その他の定量評価基準 

Other quantitative measures 

 

 

(2) 第三者評価の計画 / Plans for third-party evaluations 

 

来訪者アンケート / Visitor questionnaires         □ YES（実施する）／ □ NO（実施しない） 

 

外部専門家によるコメント / Professional critical review  □ YES（徴取する）／ □ NO（徴取しない） 

 

その他の第三者評価の計画があれば記載してください。 

If you are planning to implement other types of third-party evaluations, please describe the method 

and procedures.    

５．将来計画 Plans for Further Exhibitions After the Project 

 

６．添付資料 Required Attachments 

□ 事業詳細 Details of the Project 

□ 予算書 Budget Plan 

□ 評価基準 Evaluation Standards 

□ 主要関係者一覧 List of Major Project Participants 

□ 作品・作家リスト List of Works of Art and Artists to be Shown at the Exhibition 

□ その他の資料 Others （                           ） 
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Ｄ．履歴書 Curriculum Vitae 

下から 1つ選んでチェックしてください。 Check one of boxes (□) below. 

□キュレーター Curator □アシスタント・キュレーター Assistant Curator 

□リサーチャー Researcher  

  

(1)氏名 
Name 

姓 Last Name                 名 Given Name 

 
(2)生年月日 
Date of Birth 

年 Yr.    月 Mo.  日 Day. 
     /     /  (3)国籍/永住権 

Nationality /Permanent Residency 
 
  

(4)専門 
Specialization 

分野 Field  

研究テーマ 
Research Interest  

 
(5)現職 
Present Position 

職名 
Title/Position 

学部学科 
Faculty/Department 

機関名 
Institution 

原語 
in Native 
Language 

   

英  語 
in English    

日本語 
in Japanese  
(if any) 

   

 

(6)連絡先 
Contact 
Information  

勤 務 先 
(work)  

Phone: 
FAX: 
E-mail: 

自  宅 
(home)  

Phone: 
FAX: 
E-mail: 

 
(7)職歴・学歴 Professional Career and Educational Background 
日 付 
Date 学歴・学位 Education/Academic Degrees 日 付 

Date 職歴 Professional Career 

    

  
(8)フェローシップ・グラント・所属学会 Fellowships, Grants, and Academic Societies 

 

(9)主要論文（著書）その他 Major Achievements 

 

 



１．予算書通貨 Budget Currency: check □ □　USD □　EUR
２．送金（自国）通貨 Remittance Currency (Local Currency):

３．交換レート Exchange Rate: 予算通貨
Budget Currency

送金通貨
Currency for
Remittance

日付 Date
(Year    /Month   /Day   )

４．申請機関の会計年度 Fiscal Calendar of the Applying Institution:
自from 至to 月数 months (            )

５．助成申請期間 Proposed Grant Period:
第1年次 1st Year 自from 至to 月数 months (            )

第2年次 2nd Year 自from 至to 月数 months (            )

第3年次 3rd Year 自from 至to 月数 months (            )

第4年次 4th Year 自from 至to 月数 months (            )

第5年次 5th Year 自from 至to 月数 months (            )

月数 months (            )

*60か月以下 within 60 months

６．事業予算 Project Budget:

申請機関
Applying

Institution

その他の資金供与者
Other Funding

Sources

国際交流基金
The Japan Foundation

給与 Salary

社会保障費 Social Welfare
Expenses

小計 Subtotal 0 0 0 0
Percentage (％) 100% ％ ％ ％

給与 Salary

社会保障費 Social Welfare
Expenses

小計 Subtotal 0 0 0 0
Percentage (％) 100% ％ ％ ％

給与 Salary

社会保障費 Social Welfare
Expenses

小計 Subtotal 0 0 0 0
Percentage (％) 100% ％ ％ ％

給与 Salary

社会保障費 Social Welfare
Expenses

小計 Subtotal 0 0 0 0
Percentage (％) 100% ％ ％ ％

第5年次
5th Year

給与 Salary

社会保障費 Social Welfare
Expenses

小計 Subtotal 0 0 0 0
Percentage (％) 100% ％ ％ ％

給与 Salary 0 0 0 0
社会保障費 Social Welfare
Expenses 0 0 0 0

総計　Grand Total 0 0 0 0

Percentage (％) 100% ％ ％ ％

Ｅ．予算書（Ⅰ）専任スタッフ拡充・強化

E. Budget Plan (I) Creating Subject Specialist Positions

＝

合計Total

経費項目 Budget Items 合計 Total

経費負担　Cost Coverage

合計
Total

年次 Year

第1年次
1st Year

第2年次
2nd Year

第3年次
3rd Year

第4年次
4th Year



７．社会保障費の内訳 Breakdown of Social Welfare Expenses:

第1年次 1st Year 第2年次 2nd Year第3年次 3rd Year 第4年次 4th Year 第5年次 5th Year

小計 Subtotal

８．間接経費（上記6, 7には算入できません）
Indirect Costs (Must be excluded from 6. Project Budget & 7. Breakdown of Social Welfare Expenses.):

⇒（通貨 Currency:         )

９．その他の資金供与者 Other Funding Sources:
金額 Amount申請の状況 Status of Application資金提供団体 Donor Institution

経費項目
Budget
Items

総計　Grand Total

金額 Amount
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E．予算書 （Ⅱ）日本美術コレクションの調査・研究・目録発行  

E. Budget Plan (Ⅱ) Research, Survey, and Publication of List of Japanese Art Collections 

 

 

 

項  目 

Item 

金額 Amount 

通貨単位 Currency Unit 

 

内  訳 ・ 積  算  根  拠 

Breakdown 

助成を要望する対象項目にかかる見積書を添付してください。 

Attach estimates for the items for which the grant is 

requested. 

    

備  考 

Remarks 

 

   

合計 

Total 

 収支予算（収入）(2 ページ目)の合計額と一致すること。 

The total expenditures should equal the total income. 

 

*事業実施に必要な経費をすべて記入すること。 

* Enter all the necessary expenses. 

*令和 4 年（2022）年 4 月 1 日から令和 5 年（2023）年 3 月 31 日までの間に発生し、支出した項目が助成金の対象となります。 

* The Grant covers only costs incurred and paid during FY2022 (between April 1, 2022 and March 31, 2023). 

重要 Important: Tick one of the boxes for each items below 
(1) 申請機関は自国の法令等に違反せず国際交流基金（外国政府関係機関）から助成金を受領できる。 
Is the applying institution able to receive the grant from the Japan Foundation (a foreign government institution) without 
violating the laws and regulations of its country?: 
いいえ NO □／はい YES □ 
(2) 助成金支払までに海外送金を受け取る口座を開設できる。 
Can the institution open an account to be used to receive international remittances by the time the grant is paid?: 
いいえ NO □／はい YES □ 

収  支  予  算(支出） 
Budget Sheet (Expenditures) 

 



 
 

 

2 

 

 

 

項  目 

Item 

金額 Amount 

通貨単位 Currency Unit 

 

内  訳 ・ 積  算  根  拠 

Breakdown 

備  考 

Remarks 

  申請中か決定（内定）済かを、また、申請中の場合は結果

判明時期を、助成対象項目が指定されている場合はその対

象項目を、明記してください。 

Specify if outside contributions have been requested 

and whether they have been decided either provisionally 

or finally, including the items to be covered by the 

contributions, if designated. If requests are under 

review, indicate when the decision will be made.   

 

合計 

Total 

 
収支予算（支出）（1 ページ目）の合計額と一致すること 

The total income should equal the total expenditures. 

 

 
 

経費総額/Estimated Total Cost 
助成要望額/Grant Amount Requested from the Japan 

Foundation 
通貨名/Currency 

 

 

  

 

 

 
送金通貨 Currency Information 
国際交流基金から送金できる通貨は以下のとおりです。送金を希望する通貨にチェックしてください。 
The currencies available for remittance from the Japan Foundation are as below. Please check your preferred currency: 
 
□ Japanese Yen (JPY)  □ United States Dollar (USD)  □ European Euro (EUR) 
 
□ Pound Sterling (GBP)     □ Swiss Franc (CHF)    □ Swedish Krona (SEK)         □ Danish Krone (DKK)
         
□ Norwegian Krone (NOK)      □ Russian Ruble (RUB)          □ Hungarian Forint (HUF)      □ Polish Zloty (PLN) 
 
 

収   支   予   算(収入） 
Budget Sheet (Income) 



 
 

 

1 

 

Ｅ．予算書 （Ⅲ）日本美術コレクション展の実施  

E. Budget Plan (Ⅲ) Exhibitions of Japanese Art Collections 

 

 
 

項  目 

Item 

金額 Amount 

通貨単位 Currency Unit 

 

 

内  訳 ・ 積  算  根  拠 

Breakdown 

助成を要望する対象項目にかかる見積書を提出してください。 

Attach estimates for the items for which the grant is 

requested. 

備  考 

Remarks 

展示設営費 

Installation 

   

機材・会場借料 

Rent of Equipment/Venue 

   

展示・撤収人件費 

Installation/de-installati

on Staff 

   

作品輸送費 

Exhibit Transportation 

   

図録・広報資料作成費 

Catalogue / PR Material  

Production 

   

作家・専門家旅費 

Traveling Expenses of 

Artists and/or Experts 

   

謝 金 

Honoraria 

   

作品保険料 

Insurance 

  本項目は助成対象

外  Item not 

covered by Grant 

その他 

Other expenses 

  本項目は助成対象

外 Items not 

covered by Grant 

合計 

Total 

 
収支予算（収入）（2 ページ目）の合計額と一致すること。 

The total expenditures should equal the total income. 

 

*事業実施に必要な経費をすべて記入すること。 

* Enter all the necessary expenses. 

*令和 4 年（2022）年 4 月 1 日から令和 5 年（2023）年 3 月 31 日までの間に発生し、支出した項目が助成金の対象となります。 

* The Grant covers only costs incurred and paid during FY2022 (between April 1, 2022 and March 31, 2023). 

＜重要 Important: Please tick one of the boxes for each item below＞ 
(1) 申請機関は自国の法令等に違反せず国際交流基金（外国政府関係機関）から助成金を受領できる。 
Is the applying institution able to receive the grant from the Japan Foundation (a foreign government institution) without 
violating the laws and regulations of its country?: 
いいえ NO □／はい YES □ 
(2) 助成金支払までに海外送金を受け取る口座を開設できる。 
Can the institution open an account to be used to receive international remittances by the time the grant is paid?: 
いいえ NO □／はい YES □ 

収  支  予  算(支出） 
Budget Sheet (Expenditures) 
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項  目 

Item 

金額 Amount 

通貨単位 Currency 

Unit 

 

 

内  訳 ・ 積  算  根  拠 

Breakdown 

備  考 

Remarks 

国際交流基金に要望する助成金 

Requested Japan Foundation 

Grant 

   

その他の機関からの助成金 

Grants from Other Sources  

 

 申請中か決定（内定）済かを、また、申請中の場合は結果

判明時期を、助成対象項目が指定されている場合はその対

象項目を、明記してください。 

Specify if outside contributions have been requested 

and whether they have been decided either provisionally 

or finally, including the items to be covered by the 

contributions, if designated. If they are under review, 

indicate when the decision will be made.   

 

入場料 

Admission Fees 

   

図録等売り上げ 

Proceeds from Catalogues, etc. 

   

その他収入 

Other Income 

   

自己負担金 

Own Funds 

   

合計 

Total 

 
収支予算（支出）（1 ページ目）の合計額と一致すること 

The total income should equal the total expenditures. 

 

 
 

経費総額/Estimated Total Cost 
助成要望額/Grant Amount Requested from the Japan 

Foundation 
通貨名/Currency 

 

 

  

 

 

 
＜送金通貨 Currency Information＞ 
国際交流基金から送金できる通貨は以下のとおりです。送金を希望する通貨にチェックしてください。 
The currencies available for remittance from the Japan Foundation are as below. Please check your preferred currency: 
 
□ Japanese Yen (JPY)  □ United States Dollar (USD)     □ European Euro (EUR) 
 
□ Pound Sterling (GBP)    □ Swiss Franc (CHF)     □ Swedish Krona (SEK)         □ Danish Krone (DKK)
         
□ Norwegian Krone (NOK)      □Russian Ruble (RUB)             □Hungarian Forint (HUF)      □Polish Zloty (PLN) 
 
 
 

収   支   予   算(収入） 
Budget Sheet (Income) 
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